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附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、長浜市景観条例（平成20年長浜市条例第４号。以下「条例」という。）及び景

観法（平成16年法律第110号。以下「法」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（用語） 

第２条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。 

（工作物） 

第３条 条例第３条第６号の建築物以外の工作物で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。 

(１) 垣、さく、塀、その他これらに類するもの 

(２) 門 

(３) 擁壁 

(４) 煙突又はごみ焼却施設 

(５) アンテナ、鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱その他これらに類するもの 

(６) 記念塔、電波塔、物見塔その他これらに類するもの 

(７) 高架水槽 

(８) 彫刻その他これらに類するもの 

(９) 汚水又は排水を処理する施設 

(10) メリーゴーラウンド、観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュートその他これらに類

するもの 

(11) アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類す

るもの 

(12) 石油、ガス、ＬＰＧ、穀物、飼料等を貯蔵する施設 

(13) 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系（その支持物を含む。） 

(14) 太陽光発電設備又は太陽熱を利用する設備 

(15) その他市長が指定するもの 

第２章 景観形成重点区域及び景観形成促進区域 

（景観形成重点区域の指定の提案） 

第４条 条例第13条第４項又は第５項の規定による景観形成重点区域の指定の提案は、景観形成重点

区域指定提案書（様式第１号）を市長に提出して行うものとする。 

２ 前項の提案書には、法第11条第３項の規定による景観行政団体及び景観計画に関する省令（平成

16年農林水産省令・国土交通省令・環境省令第１号）に定める図書を添付しなければならない。 
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（景観形成促進区域の指定の要請） 

第５条 条例第13条第６項の規定による景観形成促進区域の指定の要請は、景観形成促進区域指定要

請書（様式第２号）を市長に提出して行うものとする。 

２ 前項の要請書には、次の掲げる書類を添付しなければならない。 

(１) 景観形成促進区域の指定を要請する区域を表示した図面 

(２) 景観形成促進区域の指定を要請する区域内の土地所有者等10人以上の同意書 

(３) 当該区域における景観の将来像及び景観づくりの進め方等に関する事項を記載した書面 

（景観形成促進区域協議会設立の認定の申請） 

第６条 条例第14条第１項の規定による景観形成促進区域協議会（以下「促進区域協議会」という。）

の設立の認定を受けようとする者は、景観形成促進区域協議会設立認定申請書（様式第３号）を市

長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(１) 促進区域協議会の規約 

(２) 活動の対象となる土地の区域を表示した図面 

(３) 構成員名簿 

(４) 活動計画書その他の活動方針、活動計画等に関する事項を記載した書面 

(５) 土地所有者等又は第11条に規定する者であることを証する書面 

(６) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（景観形成促進区域協議会設立の認定基準） 

第７条 市長は、前条第１項の規定により申請書の提出を受けた場合において、当該申請に係る団体

が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、条例第14条第１項の規定による認定をすることがで

きる。 

(１) その活動の目的及び内容が景観計画に定められた景観計画区域における良好な景観の形成に

関する方針に即したものであること。 

(２) 目的達成のため必要な実質的かつ継続的な活動が行われることが見込まれること。 

(３) その活動の対象となる区域が、一体として良好な景観を形成すべき土地の区域としてふさわ

しい一団の土地の区域であること。 

（景観形成促進区域協議会設立の認定等の通知） 

第８条 市長は、第６条第１項の申請について認定をしたときは、その旨を景観形成促進区域協議会

設立認定通知書（様式第４号）により当該申請をした者（次項において「申請者」という。）に通

知するものとする。 

２ 市長は、第６条第１項の申請について認定をしなかったときは、理由を付してその旨を文書によ

り申請者に通知するものとする。 

（変更の届出） 

第９条 条例第14条第１項の規定による認定を受けた団体の代表者は、第６条第２項各号に掲げる書

類の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を景観形成促進区域協議会規約等変更届出

書（様式第５号）により市長に届け出なければならない。 

２ 前項の景観形成促進区域協議会規約等変更届出書には、第６条第２項各号に掲げる書類のうちそ

の内容が変更されたものを添付しなければならない。 

（景観形成促進区域協議会設立の認定の取消し） 

第10条 市長は、条例第14条第１項の規定による認定を受けた団体が第７条各号に掲げる基準に適合

しなくなったと認めるときその他市長が必要があると認めるときは、当該認定を取り消すことがで

きる。 

２ 市長は、前項の規定により認定を取り消したときは、理由を付してその旨を文書により当該促進

区域協議会の代表者に通知するものとする。 

（景観形成促進区域協議会の構成員） 

第11条 条例第14条第２項に規定する規則で定める者は、条例第13条第６項の規定により促進区域協

議会の指定を要請する土地の区域内の建物の所有者及び賃借人とする。 

（景観形成重点区域協議会設立の認定の申請） 

第12条 条例第16条第１項の規定による景観形成重点区域協議会（以下「重点区域協議会」という。）
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の設立の認定を受けようとする者は、景観形成重点区域協議会設立認定申請書（様式第６号）を市

長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(１) 重点区域協議会の規約 

(２) 構成員名簿 

(３) 活動計画書その他の活動方針、活動計画等に関する事項を記載した書面 

(４) 区域内の土地所有者等一覧表 

(５) 土地所有者等又は第17条に規定する者であることを証する書面 

(６) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（景観形成重点区域協議会設立の認定基準） 

第13条 市長は、前条第１項の規定により申請書の提出を受けた場合において、当該申請に係る団体

が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、条例第16条第１項の規定による認定をすることがで

きる。 

(１) その活動の目的及び内容が当該重点区域に係る景観計画に定められた景観計画区域における

良好な景観の形成に関する方針その他の事項に即したものであること。 

(２) 目的達成のため必要な実質的かつ継続的な活動が行われることが見込まれること。 

(３) その活動の対象となる区域の住民その他の関係者の財産権その他の権利を不当に制限するも

のでないこと。 

（景観形成重点区域協議会設立の認定等の通知） 

第14条 市長は、第12条第１項の申請について認定をしたときは、その旨を景観形成重点区域協議会

設立認定通知書（様式第７号）により当該申請をした者（次項において「申請者」という。）に通

知するものとする。 

２ 市長は、第12条第１項の申請について認定をしなかったときは、理由を付してその旨を文書によ

り申請者に通知するものとする。 

（変更の届出） 

第15条 条例第16条第１項の規定による認定を受けた団体の代表者は、第12条第２項各号に掲げる書

類の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を景観形成重点区域協議会規約等変更届出

書（様式第８号）により市長に届け出なければならない。 

２ 前項の景観形成重点区域協議会規約等変更届出書には、第12条第２項各号に掲げる書類のうちそ

の内容が変更されたものを添付しなければならない。 

（景観形成重点区域議会の設立の認定の取消し） 

第16条 市長は、条例第16条第１項の規定による認定を受けた団体が第13条各号に掲げる基準に適合

しなくなったと認めるときその他市長が必要があると認めるときは、当該認定を取り消すことがで

きる。 

２ 市長は、前項の規定により認定を取り消したときは、理由を付してその旨を文書により当該重点

区域協議会の代表者に通知するものとする。 

（景観形成重点区域協議会の構成員） 

第17条 条例第16条第１項及び第２項に規定する規則で定める者は、当該景観形成重点区域の区域内

の建物の賃借人とする。 

（景観計画区域内における行為の届出） 

第18条 景観法施行規則（平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。）第１条第１項の届

出書は、景観計画区域内における行為の届出書（様式第９号）とする。 

２ 前項の申請書には、届出行為の区分に応じ、別表に掲げる図書を添付しなければならない。 

３ 法第16条第１項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為の完了の日前に氏名若しくは

名称又は住所に変更があったときは、速やかに書面で市長に届け出なければならない。 

４ 法第16条第２項の規定による変更の届出は、景観計画区域内における行為の変更届出書（様式第

10号）により行うものとする。この場合において、省令第１条第２項各号に掲げる図書及び次条に

定める図書のうち当該変更の内容を明らかにする図書を添付しなければならない。 

第３章 景観計画区域内における行為の制限等 

（届出を要しない行為） 
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第19条 条例別表１の10及び条例別表２の11に規定する規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。 

(１) 文化財保護法（昭和25年法律第214号）第43条の２第１項、第64条第１項又は第127条第１項

の規定による届出に係る行為 

(２) 滋賀県文化財保護条例（昭和31年滋賀県条例第57号）第17条第１項若しくは第39条第１項の

規定による許可に係る行為又は同条例第18条第１項（同条例第32条又は第40条において準用する

場合を含む。）若しくは第31条第１項の規定による届出に係る行為 

(３) 滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例（昭和45年滋賀県条例第24号）第２条

第１項の規定による許可に係る行為又は同条第３項の規定による協議に係る行為若しくは同条例

第３条の規定による通知に係る行為 

(４) 長浜市文化財保護条例（平成18年長浜市条例第205号）第17条第１項（同条例第36条において

準用する場合を含む。）若しくは第52条第１項の規定による許可に係る行為又は同条例第18条第

１項（同条例第36条において準用する場合を含む。）若しくは第35条第１項又は第53条第１項の

規定による届出に係る行為 

(５) 長浜市風致地区内における建築等の規制に関する条例（平成25年長浜市条例第41号）第２条

第１項の規定による許可に係る行為又は同条第３項の規定による協議に係る行為若しくは同条例

第３条の規定による通知に係る行為 

２ 条例別表１の11及び条例別表２の12に規定する規則で定める事業は、次に掲げるものとする。 

(１) 土地改良法（昭和24年法律第195号）による土地改良事業 

(２) 土地区画整理法（昭和29年法律第119号）による土地区画整理事業 

（景観計画区域内における行為の届出に添付する図書） 

第20条 条例第21条に規定する規則で定める図書は、届出に係る建築物等を道路その他の公共の場所

から見た透視図で、彩色を施したものとする。 

（完了等の届出） 

第21条 条例第22条第１項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の完了届出書（様式第

11号）を市長に提出して行うものとする。 

２ 前項の行為完了届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(１) 建築物又は工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の

１以上のもの 

(２) 当該敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の１以上のもの 

(３) ２方向以上から撮影した当該届出に係る行為が完了した後の状況を示す写真（色彩を識別す

ることのできるものに限る。） 

３ 条例第22条第２項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の中止届出書（様式第12号）

を市長に提出して行うものとする。 

（適合通知） 

第22条 市長は、法第16条第１項又は第２項の規定による届出があった場合において、その届出に係

る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合すると認めるときは、景観計画区域

内における行為制限の適合通知書（様式第13号）により通知するものとする。 

（勧告） 

第23条 法第16条第３項の規定による勧告は、景観計画区域内の行為に対する勧告書（様式第14号）

により行うものとする。 

（命令） 

第24条 法第17条第１項又は第５項の規定による命令は、景観計画区域内の行為に対する変更等命令

書（様式第15号）により行うものとする。 

第４章 景観重要建造物及び景観重要樹木 

（景観重要建造物の指定の提案書） 

第25条 省令第７条第１項に規定する景観重要建造物の指定の提案書は、景観重要建造物指定提案書

（様式第16号）とする。 

（所有者等の同意） 

第26条 条例第28条第１項に規定する所有者等の同意は、景観重要建造物指定同意書（様式第17号）

により行うものとする。 
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（景観重要建造物として指定しない旨の通知） 

第27条 法第20条第３項の規定による景観重要建造物として認定しない旨の通知は、景観重要建造物

として指定しない旨の通知書（様式第18号）により行うものとする。 

（景観重要建造物の指定の通知） 

第28条 法第21条第１項の規定による景観重要建造物の指定の通知は、景観重要建造物指定通知書（様

式第19号）により行うものとする。 

（景観重要建造物の指定の告示） 

第29条 条例第28条第２項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(１) 指定番号及び指定の年月日 

(２) 景観重要建造物の名称 

(３) 景観重要建造物の所在地 

(４) 指定の理由となった外観の特徴 

(５) 法第19条第１項に規定する土地その他の物件の範囲 

（景観重要建造物の標識） 

第30条 法第21条第２項の規定により設置する標識は、金属の材料をもって様式第20号に掲げる事項

を彫り、又は記載したものを設置するものとする。ただし、特別の事情があるときは、石材、コン

クリート、木材その他金属以外の材料をもって設置することができる。 

（景観重要建造物の現状変更の許可の申請） 

第31条 法第22条第１項の許可を受けようとする者は、景観重要建造物現状変更許可申請書（様式第

21号）を市長に提出しなければならない。申請した内容を変更するときも同様とする。 

２ 市長は、法第22条第１項に規定する許可をしたときは、景観重要建造物現状変更許可書（様式第

22号）により、前項の規定による申請をした者に通知するものとする。 

３ 市長は、法第22条第１項に規定する許可をしないこととしたときは、景観重要建造物現状変更許

可をしない旨の通知書（様式第23号）により、第１項の規定による申請をした者に通知するものと

する。 

（景観重要建造物の管理の方法の基準） 

第32条 条例第31条第４号の管理の方法の基準として規則で定めるものは、次に掲げる基準とする。 

(１) 景観重要建造物が滅失するおそれがあると認めるときは、直ちに市長と協議して、当該景観

重要建造物の滅失を防ぐ措置を講じること。 

(２) 景観重要建造物を損傷するおそれのある枯損した木竹又は危険な木竹は、速やかに伐採する

こと。 

(３) 法第19条第１項に規定する土地その他の物件に存する樹木で、景観重要建造物と一体となっ

て良好な景観を形成しているものにあっては、条例第37条各号に掲げる基準に準じて管理するこ

と。 

（景観重要建造物の指定の解除の告示） 

第33条 条例第33条第２項の規則で定める事項は、第29条各号（第４号を除く。）に掲げる事項並び

に指定の解除の理由及び解除の年月日とする。 

（景観重要建造物の指定の解除の通知） 

第34条 法第27条第３項の規定により準用する法第21条第１項の規定による通知は、景観重要建造物

指定解除通知書（様式第24号）により行うものとする。 

（景観重要樹木の指定の提案書） 

第35条 省令第12条第１項に規定する景観重要樹木の指定の提案書は、景観重要樹木指定提案書（様

式第25号）とする。 

（所有者等の同意） 

第36条 条例第34条第１項に規定する所有者等の同意は、景観重要樹木指定同意書（様式第26号）に

より行うものとする。 

（景観重要樹木として指定しない旨の通知） 

第37条 法第29条第３項の規定による景観重要樹木として指定しない旨の通知は、景観重要樹木とし

て指定しない旨の通知書（様式第27号）により行うものとする。 

（景観重要樹木の指定の通知） 
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第38条 法第30条第１項の規定による通知は、景観重要樹木指定通知書（様式第28号）により行うも

のとする。 

（景観重要樹木の指定の告示） 

第39条 条例第34条第２項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(１) 指定番号及び指定の年月日 

(２) 景観重要樹木の樹種 

(３) 景観重要樹木の所在地 

(４) 指定の理由となった樹容の特徴 

（景観重要樹木の標識） 

第40条 法第30条第２項の規定により設置する標識は、金属の材料をもって様式第29号に掲げる事項

を彫り、又は記載したものを設置するものとする。ただし、特別の事情があるときは、石材、コン

クリート、木材その他金属以外の材料をもって設置することができる。 

（景観重要樹木の現状変更の許可の申請） 

第41条 法第31条第１項の許可を受けようとする者は、景観重要樹木現状変更許可申請書（様式第30

号）を市長に提出しなければならない。申請した内容を変更するときも同様とする。 

２ 市長は、法第31条第１項に規定する許可をしたときは、景観重要樹木現状変更許可書（様式第31

号）により、前項の規定による申請をした者に通知するものとする。 

３ 市長は、法第31条第１項に規定する許可をしないこととしたときは、景観重要樹木現状変更許可

をしない旨の通知書（様式第32号）により、第１項の規定による申請をした者に通知するものとす

る。 

（景観重要樹木の管理の方法の基準） 

第42条 条例第37条第３号の管理の方法の基準として規則で定めるものは、次に掲げる基準とする。 

(１) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、その保育の状況を定期的に点検すること。 

(２) 景観重要樹木が滅失、枯死等をするおそれがあると認めるときは、直ちに市長と協議して当

該景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐ措置を講じること。 

（景観重要樹木の指定の解除の告示） 

第43条 条例第39条第２項の規則で定める事項は、第39条第１号から第３号までに掲げる事項並びに

指定の解除の理由及び解除の年月日とする。 

（景観重要樹木の指定の解除の通知） 

第44条 法第35条第３項の規定により準用する法第30条第１項の規定による通知は、景観重要樹木指

定解除通知書（様式第33号）により行うものとする。 

（景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者の変更の届出） 

第45条 法第43条の規定による景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者の変更の届出は、景観重要

建造物・景観重要樹木所有者変更届出書（様式第34号）により行うものとする。 

第５章 景観協定 

（景観協定の認可） 

第46条 条例第40条第１項の規定による景観協定の認可の申請は、景観協定認可申請書（様式第35号）

を市長に提出して行うものとする。 

２ 条例第40条第１項の規則で定める図書は、次のとおりとする。 

(１) 景観協定の協定書 

(２) 景観協定の目的となる土地の区域（以下「景観協定区域」という。）を表示した図面 

(３) 法第81条第１項に規定する土地所有者等（以下「土地所有者等」という。）の全員（当該景

観協定区域内に借地権の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権の目的となっ

ている土地の所有者を除く。以下同じ。）の景観協定に関する合意を証する書類 

(４) 景観協定区域内の土地の所在、地番、面積及び地目並びに土地所有者等の住所及び氏名（法

人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地）並びにその有する権利の種類を記載した書

類 

(５) その他市長が必要と認める図書 

（景観協定の認可等の通知） 

第47条 市長は、前条第１項の申請について認可をしたときは、その旨を景観協定認可通知書（様式
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第36号）により当該申請をした者（次項において「申請者」という。）に通知するものとする。 

２ 市長は、前条第１項の申請について認可をしなかったときは、理由を付してその旨を文書により

申請者に通知するものとする。 

（景観協定の変更の認可） 

第48条 条例第40条第３項において準用する同条第１項の規定による法第84条第１項の認可の申請は、

景観協定変更認可申請書（様式第37号）を市長に提出して行うものとする。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 

(１) 変更後の景観協定の協定書 

(２) 景観協定を変更する理由を記載した書面 

(３) 景観協定区域を変更する場合においては、変更後の景観協定区域を表示した図面 

(４) 当該景観協定区域内における土地所有者等の全員の合意をもって景観協定を変更することを

定めた書類の写し 

(５) 景観協定区域内の土地の所在、地番、面積及び地目並びに土地所有者等の住所及び氏名（法

人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地）並びにその有する権利の種類を記載した書

類 

(６) その他市長が必要と認める図書 

（景観協定の変更の認可等の通知） 

第49条 市長は、前条第１項の申請について認可をしたときは、その旨を景観協定変更認可通知書（様

式第38号）により当該申請をした者（次項において「申請者」という。）に通知するものとする。 

２ 市長は、前条第１項の申請について認可をしなかったときは、理由を付してその旨を文書により

申請者に通知するものとする。 

（景観協定区域からの除外の届出） 

第50条 法第85条第３項の規定による景観協定区域からの除外の届出は、景観協定借地権消滅等届出

書（様式第39号）を市長に提出して行うものとする。 

２ 前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければ

ならない。 

(１) 法第85条第１項の規定により景観協定区域から除外された場合 

ア 景観協定区域から除外された土地の区域を表示した図面 

イ 法第85条第１項の規定に該当することを証する書面 

(２) 法第85条第２項の規定により景観協定区域から除外された場合 

ア 景観協定区域から除外された土地の区域を表示した図面 

イ 法第85条第２項の規定に該当することを証する書面 

（景観協定への加入の意思表示） 

第51条 法第87条第１項又は第２項の規定による景観協定への加入の意思表示は、景観協定加入届出

書（様式第40号）を市長に提出して行うものとする。 

２ 前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければ

ならない。 

(１) 法第87条第１項の規定により景観協定への加入の意思表示をする場合 

ア 景観協定に加わろうとする者に係る土地の区域を表示した図面 

イ 当該土地の所有者等であることを証する書面 

(２) 法第87条第２項の規定により景観協定への加入の意思表示をする場合 

ア 景観協定に加わろうとする者に係る土地の区域を表示した図面 

イ 当該土地の所有者等であることを証する書面 

ウ 景観協定に加わろうとする土地所有者等の全員の合意を証する書面 

（景観協定の廃止の認可） 

第52条 条例第40条第３項において準用する同条第１項の規定による法第88条第１項の認可の申請は、

景観協定廃止認可申請書（様式第41号）を市長に提出して行うものとする。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 

(１) 当該景観協定区域内における土地所有者等の過半数の合意をもって景観協定を廃止すること

を定めた書類の写し 
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(２) 景観協定区域を表示した図面 

(３) 土地所有者等の全員の氏名及び住所、その有する権利の種類並びに当該景観協定区域内の土

地の地目及び地積を示す書類 

(４) その他市長が必要と認める図書 

（景観協定の廃止の認可等の通知） 

第53条 市長は、前条第１項の申請について認可をしたときは、その旨を景観協定廃止認可通知書（様

式第42号）により当該申請をした者（次項において「申請者」という。）に通知するものとする。 

２ 市長は、前条第１項の申請について認可をしなかったときは、理由を付してその旨を文書により

申請者に通知するものとする。 

第６章 景観づくり市民団体 

（景観づくり市民団体の認定要件） 

第54条 条例第41条第１項第６号の規則で定める要件は、次の各号に掲げる全ての内容を含む規約が

定められている団体であることとする。 

(１) 名称 

(２) 設立目的 

(３) 活動の内容 

(４) 事務所の所在地 

(５) 団体の構成員に関する事項 

(６) 役員の定数、任期、職務の分担及び選任に関する事項 

(７) 会議に関する事項 

(８) 会計に関する事項 

（景観づくり市民団体の認定申請） 

第55条 条例第41条第２項の規定による景観づくり市民団体の認可の申請は、景観づくり市民団体認

定申請書（様式第43号）に次の書類を添付し、市長に提出するものとする。 

(１) 当該団体の規約 

(２) 代表者及び構成員の住所及び氏名を記載した書類 

(３) 景観づくりに関する目標及び考え方（当該団体の規約に記載されている場合は、省略するこ

とができるものとする。）、活動計画等を記載した書類 

(４) その他市長が必要と認める書類 

（景観づくり市民団体設立の認定等の通知） 

第56条 市長は、条例第41条第２項の申請について認定をしたときは、その旨を景観づくり市民団体

設立認定通知書（様式第44号）により当該申請をした者（次項において「申請者」という。）に通

知するものとする。 

２ 市長は、条例第41条第２項の申請について認定をしなかったときは、理由を付してその旨を文書

により申請者に通知するものとする。 

（変更の届出） 

第57条 条例第41条第３項の規定による届出は、景観づくり市民団体認定変更届出書（様式第45号）

を市長に提出して行うものとする。 

２ 前項の景観づくり市民団体認定変更届出書には、第55条第２項各号に掲げる書類のうちその内容

が変更されたものを添付しなければならない。 

（景観づくり市民団体の認定の取消しの通知） 

第58条 市長は、条例第41条第５項の規定により景観づくり市民団体の認定を取り消すこととなった

ときは、理由を付してその旨を文書により当該団体の代表者に通知するものとする。 

（構想の提案） 

第59条 景観づくり市民団体は、条例第42条第１項に規定する景観づくりの提案等をしようとすると

きは、景観まちづくりに関する提案書（様式第46号）により提出するものとする。 

第７章 景観審議会 

（会長及び副会長） 

第60条 条例第45条に規定する長浜市景観審議会（以下「審議会」という。）に会長及び副会長１人

を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。 
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２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。 

（委員の性別構成） 

第60条の２ 審議会の委員の性別構成は、男女いずれも委員の総数の10分の４以上とすることに努め

るものとする。 

（招集） 

第61条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。ただし、会長が選出されてい

ないときは、会議の召集は市長が行う。 

（会議） 

第62条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

４ 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明若しくは意見

を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

（専門部会） 

第63条 審議会に、専門の事項を調査審議させるため、専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会は、委員のうちから会長が指名する者をもって組織する。 

３ 専門部会に、部会長を置き、当該専門部会に属する委員の互選により定める。 

４ 部会長は、専門部会の会務を取りまとめ、専門部会の会議の経過及び結果を審議会に報告する。 

５ 前２条の規定は、専門部会の会議について準用する。この場合において、これらの規定中「審議

会」とあるのは「専門部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「市長」とあるのは「会長」

と読み替えるものとする。 

（庶務） 

第64条 審議会の庶務は、都市建設部都市計画課において処理する。 

（委任） 

第65条 第60条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会

に諮って定める。 

第８章 雑則 

（身分証明書） 

第66条 法第17条第８項及び法第23条第３項（法第32条第１項において準用する場合を含む。）に規

定する身分を示す証明書は、身分証明書（様式第47号）による。 

（公表の方法） 

第67条 条例第24条第１項の規定による公表は、法第16条第３項の規定による勧告に従わない者の氏

名及び住所（法人にあっては、その名称及び所在地）並びに当該対象となる行為その他市長が必要

と認める事項を記載した書面を市の掲示場に掲示し、市広報紙及び市ホームページに掲載し、その

他適切な報道手段により行うものとする。 

（公表通知書による通知） 

第68条 市長は、条例第24条第１項の規定による公表をしようとするときは、公表通知書（様式第48

号）により当該対象となる行為をした者に通知するものとする。 

（補則） 

第69条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（６町編入に伴う経過措置） 

２ 条例附則第６項の規定に係る届出等の様式については、市長が別に定める。 

附 則（平成21年12月28日規則第144号） 

この規則は、平成22年１月１日から施行する。 

附 則（平成25年10月１日規則第57号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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附 則（平成26年４月１日規則第36号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成28年４月１日規則第21号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年７月１日規則第85号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

別表（第18条関係） 

行為 
図   書 

種 類 明示すべき事項等 

建築物の建築等 

工作物の建設等 

位置図 

（１／2,500程度） 

縮尺、方位、道路、目標となる地物及び行為の対象となる

建築物（工作物）の敷地の位置 

配置図 

（１／100程度） 

１ 縮尺、方位、敷地の形状及び寸法 

２ 敷地境界及び建築物（工作物）の位置 

３ 届出に係る建築物（工作物）と他の建築物（工作物）

の別 

４ 敷地の接する道路の位置及び幅員 

５ 植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数 

６ 張り芝等の位置及び面積 

７ 擁壁、垣、さく、塀、ごみ置場等の高さ、長さ、材料

及び色彩 

平面図 

（１／50程度） 

縮尺、方位、寸法、開口部の位置、間取り及び用途 

立面図 

（１／50程度） 

縮尺、主要部分の材料の種別、仕上げの方法及び色彩 

敷地等断面図 

（１／100程度） 

縮尺、敷地境界の位置及び敷地の地盤との高低差 

現況写真 

（２方向以上） 

行為の場所及び周辺の状況が判断できるもの 

その他 市長が必要があると認める図書 

開発行為 位置図 

（１／2,500程度） 

縮尺、方位、道路、目標となる地物及び行為の対象となる

土地の区域 

現況図 

（１／2,500以上） 

１ 都市計画法施行規則（昭和44年建設省令第49号）に規

定する図面に準じて作成すること。 

２ 植栽計画がある場合は、土地利用計画図に、植栽樹木

等の位置、樹種、樹高及び本数を記載すること。 

３ 外構施設がある場合は、土地利用計画図に、垣、さく、

塀、ごみ置場等の高さ、長さ、材料及び色彩を記載する

こと。なお、擁壁の高さ、長さ、材料及び色彩は、造成

計画平面図及び造成計画断面図に記載すること。 

土地利用計画図 

（１／1,000以上） 

造成計画平面図 

（１／1,000以上） 

造成計画断面図 

（１／1,000以上） 

現況写真 

（２方向以上） 

行為の場所及び周辺の状況が判断できるもの 

その他 市長が必要があると認める図書 

木竹の伐採 位置図 

（１／2,500程度） 

縮尺、方位、道路、目標となる地物及び行為の対象となる

土地の区域を表示する図面 

現況図 

（１／2,500以上） 

縮尺、方位及び当該行為を行う土地の現況平面 

土地利用計画図 

（１／1,000以上） 

縮尺、方位及び行為後の土地利用計画 
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設計図又は施行方法

を明らかにする図面 

（１／1,000以上） 

縮尺、方位、伐採区域、付近の土地利用状況、伐採する木

竹の種類、面積及び高さ、隣接する道路の位置及び幅員を

表示する図面 

現況写真 

（２方向以上） 

行為の場所及び周辺の状況が判断できるもの 

その他 市長が必要があると認める図書 

屋外における土

石、廃棄物、再生

資源その他の物

件の堆積 

位置図 

（１／2,500程度） 

縮尺、方位、道路、目標となる地物及び行為の対象となる

土地の区域を表示する図面 

設計図又は施行方法

を明らかにする図面 

（１／1,000以上） 

縮尺、方位、物件の堆積を行う区域、付近の土地利用状況、

当該区域内におけるたい積の位置、面積及び高さ、及び遮

へい物の位置、種類、構造及び規模（垣及びさくについて

は色彩、樹木については樹種）、敷接する道路の位置及び

幅員、隣接地との高低差を表示する図面 

立面図 

（１／50程度） 

縮尺及び彩色が施された２面以上の立面 

その他 市長が必要があると認める図書 

土地の開墾、土石

の採取、鉱物の掘

採その他の土地

の形質の変更 

位置図 

（１／2,500程度） 

縮尺、方位、道路、目標となる地物及び行為の対象となる

土地の区域 

現況図 

（１／2,500以上） 

縮尺、方位及び当該行為を行う土地の現況平面 

土地利用計画図 

（１／1,000以上） 

縮尺、方位及び行為後の土地利用計画 

設計図又は施行方法

を明らかにする図面 

（１／1,000以上） 

縮尺、方位、行為後の法面、擁壁その他の構造物の位置、

種類及び規模、土石等の採取又は鉱物の掘採にあっては、

行為中の遮へい物の位置、種類、構造及び規模 

廃土石たい積方法設

計書及び廃土石たい

積方法計画図 

（１／1,000以上） 

縮尺、廃土石たい積方法の設計及び計画 

断面図 

（１／1,000以上） 

縮尺、行為の前後における土地の縦断図及び横断図 

現況写真 

（２方向以上） 

行為の場所及び周辺の状況が判断できるもの 

その他 市長が必要があると認める図書 

特定照明 付近見取図 

（１／2,500程度） 

縮尺、方位、道路、目標となる地物及び行為の対象となる

建築物（工作物）の敷地の位置 

配置図 

（１／100程度） 

１ 縮尺、方位、敷地の形状及び寸法 

２ 敷地の境界及び建築物（工作物）の位置 

３ 敷地の接する道路の位置及び幅員 

４ 植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数 

５ 擁壁、垣、さく、塀、ごみ置場等の高さ、長さ 

立面図 

（１／50程度） 

縮尺、色彩、特定照明の範囲及び照明器具の位置 

現況写真 

（２方向以上） 

行為の場所及び周辺の状況が判断できるもの（昼間、夜間） 

その他 市長が必要があると認める図書 
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様式第１号（第４条関係） 

 



13/62 

様式第２号（第５条関係） 

 



14/62 

様式第３号（第６条関係） 

 



15/62 

様式第４号（第８条関係） 

 



16/62 

様式第５号（第９条関係） 

 



17/62 

様式第６号（第12条関係） 

 



18/62 

様式第７号（第14条関係） 

 



19/62 

様式第８号（第15条関係） 

 



20/62 

様式第９号（第18条関係） 



21/62 

 



22/62 

様式第10号（第18条関係） 

 



23/62 

様式第11号（第21条関係） 

 



24/62 

様式第12号（第21条関係） 

 



25/62 

様式第13号（第22条関係） 

 



26/62 

様式第14号（第23条関係） 

 



27/62 

様式第15号（第24条関係） 

 



28/62 

様式第16号（第25条関係） 

 



29/62 

様式第17号（第26条関係） 

 



30/62 

様式第18号（第27条関係） 

 



31/62 

様式第19号（第28条関係） 

 



32/62 

様式第20号（第30条関係） 

 



33/62 

様式第21号（第31条関係） 



34/62 

 



35/62 

様式第22号（第31条関係） 

 



36/62 

様式第23号（第31条関係） 

 



37/62 

様式第24号（第34条関係） 

 



38/62 

様式第25号（第35条関係） 

 



39/62 

様式第26号（第36条関係） 

 



40/62 

様式第27号（第37条関係） 

 



41/62 

様式第28号（第38条関係） 

 



42/62 

様式第29号（第40条関係） 

 



43/62 

様式第30号（第41条関係） 



44/62 

 



45/62 

様式第31号（第41条関係） 

 



46/62 

様式第32号（第41条関係） 

 



47/62 

様式第33号（第44条関係） 

 



48/62 

様式第34号（第45条関係） 

 



49/62 

様式第35号（第46条関係） 

 



50/62 

様式第36号（第47条関係） 

 



51/62 

様式第37号（第48条関係） 

 



52/62 

様式第38号（第49条関係） 

 



53/62 

様式第39号（第50条関係） 

 



54/62 

様式第40号（第51条関係） 

 



55/62 

様式第41号（第52条関係） 

 



56/62 

様式第42号（第53条関係） 

 



57/62 

様式第43号（第55条関係） 

 



58/62 

様式第44号（第56条関係） 

 



59/62 

様式第45号（第57条関係） 

 



60/62 

様式第46号（第59条関係） 

 



61/62 

様式第47号（第66条関係） 
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様式第48号（第68条関係） 

 


